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【記 入 例】 負担金振替口座 及び 退職資金送金口座が変わるとき
※銀行都合（統廃合・支店名称変更等）による変更の場合は、提出の必要はありません。
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必ずフリガナをつける

※ 負担金の口座振替は、福岡銀行・西日本シティ銀行のみです。
（口座振替は毎月23日。休日の場合は翌平日です。）

※ 退職資金の送金口座（銀行）に、指定はありません。

負担金振替口座を自己都合で変更する場合は、
預金口座振替依頼書も必要になるため、早めに社団へ連絡する
（預金口座振替依頼書は社団から送付後、銀行窓口での手続きが必要）


